
手続きの流れ
瑞穂市浄化槽設置整備事業補助金

（様式第４号）

瑞　穂　市

補助金交付申請書
受　付

（様式第１号）

補　助　金　申　請　者

工 事 着 手

変更届出書
受　付

（様式第６号）
※申請内容に変更が

生じた場合

現地確認・審査
補助金交付却下通知書

（様式第５号）

補助金交付内定通知書
受　領

検　査 検査立会い（申請者）

補助金交付額確定通知書
受　領

（様式第９号）

審査・承認

工事完了

事業実績報告書
受　付

（様式第８号）

※支払日の通知書等は発行されませんので、
通帳記帳で交付をご確認ください。

補助金交付請求書
受　付

（様式第１０号）

補助金の支払い 補助金申請者口座

※内定通知前の着工及び市税、水道
料金その他の市に属する債権を滞
納している場合は、補助すること
ができません。

※市税、水道料金その他市に属する債権
を滞納している場合は、補助することが
できません。



◆補助金交付申請に必要となる書類                

 ･ 「補助金交付申請書」（様式第１号）              

 ･  賃貸人の「承諾書」（申請者が住宅等を借りている場合）     

 ･  「現地案内図」                       

 ･  「浄化槽設置届出書」又は「浄化槽設置通知書」の写し      

 ･ 建築基準法第６条に規定する確認済証の写し（浄化槽設置届出書を添付した場合を除く。） 
 ･  「浄化槽工事請負契約書」の写し及び「見積書」        

 ･  「全浄協登録証」の写し（１０人槽以下対象）         

 ･  「全浄協登録浄化槽管理票Ｃ票」（１０人槽以下対象）      

 ･  岐浄連の「生涯機能保証登録証」（２０人槽以下対象）      

   又は全浄連の「機能保証登録証」（１０人槽以下対象）     

 ･ 
 

浄化槽設置工事をする者が法第21条に規定する浄化槽工事業に係る登録を受けている 

又は法第33条第３項に規定する届出がされていることが分かる書類の写し 

 ･ 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し  
 ･  「誓約書」（様式第２号）                  

 ･  「同意書」（様式第３号）                  

 ･  浄化槽の配置及び排水系統を明記した敷地内の「建物配置図」   

 ･  排水系統を明記した建物の「各階平面図」            

 
･ 

 

単独処理浄化槽を撤去する場合にあっては、撤去費見積書の写し、現況の配置図、排水系統図 

及び写真 

 ･ くみ取り槽を撤去する場合にあっては、撤去費見積書の写し、現況の配置図及び写真 

 ･ 
単独処理浄化槽又はくみ取り槽の廃止等に伴う宅内配管工事を施工する場合にあっては、宅内

配管工事費見積書の写し 
 ･  その他市長が必要と認める書類                

 


